
 

 

 

 
 

 

 

申請受付期間を令和 4年3 月31 日まで延長します。 

総合支援資金（再貸付）は令和 3年12 月末で終了します。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．特例貸付の種類と基本的な流れ 
 

 

① 緊急小口資金 
貸付額 上限２０万円（一括交付） 

 

 

 

② 総合支援資金（初回貸付） 
月額上限 １５万円（単身世帯）／２０万円（複数世帯）×最大３ヵ月 

 

 

 
 

③ 総合支援資金（再貸付） ２０２１年１２月末で終了 
       月額上限 １５万円（単身世帯）／２０万円（複数世帯）×最大３ヵ月 

        

 

 

２．申請にあたっての留意点 

 

・特例貸付（上記①～③）の同月送金は認められません。 

新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮されている皆様へ 

緊急小口資金／総合支援資金（初回・再貸付）のご案内 

 

受付機関 社会福祉法人中津市社会福祉協議会 地域福祉課 

〒871-0021 大分県中津市沖代町 1-1-11 中津市教育福祉センター内 

問合せ先 (０９７９)２３－２０９５ または ２６－１２３７ 

受付時間 平   日：午前８時３０分～午後５時３０分 

土日・祝日：午前８時３０分～午後５時３０分(電話受付のみ) 

※平日に来所されることが難しい場合は事前に上記までご相談ください 

※お待たせする場合がありますので事前予約をお願いします 

↓ 引き続き、減収状況にあり、貸付を希望する世帯 

↓ 貸付期間終了後、引き続き減収状況にあり、貸付を希望する世帯 



緊急小口資金（特例貸付）のお申込みをご希望の方へ 

緊急小口資金（特例貸付）について 

貸付金額 貸付金額 上限 ２０万円（一括交付） 

・据置期間  １年以内 

・返済期間  ２年以内 

・連帯保証人 不要 

・利子   無利子 ※返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。 

・受付期間  令和２年３月１８日（水）～令和３年８月３１日（火） 

貸付対象 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持の 

ための貸付を必要とする世帯で、次の要件を満たす方が対象となります。 

ただし、他区市町村の社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。 

①中津市に住民登録があること

②現在、生活保護を受給（申請）していないこと

③自己破産の手続きを行っていないこと

④２０歳以上であること（未成年の場合、婚姻または親権同意があれば貸付対象となります）

※緊急小口資金と総合支援資金は、原則、同月に貸付けることはできません。 

※同一世帯で複数の貸付はできません。 

※新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の離職や収入低下は、特例貸付の対象外になる場合があります。 

申請書類・添付書類 

（１）申請に必要な書類 

以下の①～④が申請に必要な書類です。 ※消せるボールペン、鉛筆は使用しないでください。 

①緊急小口資金特例貸付借入申込書（PDF）

②緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書（PDF）

③緊急小口資金特例貸付借用書（PDF）

④収入の減少状況に関する申立書（PDF）

（２）申請に必要な添付資料 

以下の①～④をご準備ください。 

項目 説明 

① 本人確認書類 

健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、公的機関が発行したもの 

※運転免許証の住所変更等をした場合は、裏面もコピーが必要です。  

※外国籍の方は、在留カードのコピーも添付してください。 

② 住民票（原本） 世帯全員、本籍、続柄が記載された発行後３か月以内のもの 

③ 通帳またはキャッシュカード 
振込口座の確認のため、口座名義人、口座番号のわかるページの 

コピーが必要です。 

④ 減収確認書類 給与明細書や売上帳簿、収入振込が記載された通帳、離職票等 

https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/07/1.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/07/3.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/07/2.pdf


総合支援資金 生活支援費（特例貸付）のお申込みをご希望の方へ

総合支援資金（特例貸付）について 

貸付金額 月額上限 １５万円（単身世帯）／２０万円（複数世帯）×最大３ヵ月 

・据置期間  １年以内 

・返済期間  １０年以内 

・連帯保証人 不要 

・利子   無利子 ※返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。 

・受付期間  令和２年３月１８日（水）～令和３年８月３１日（火） 

貸付対象 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が 

困難になっている世帯で、次の要件を満たす方が対象です。 

ただし、他区市町村の社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。 

①中津市に住民登録があること

②現在、生活保護を受給（申請）していないこと

③自己破産の手続きを行っていないこと

④２０歳以上であること（未成年の場合、婚姻または親権同意があれば貸付対象となります）

⑤自立相談支援機関（中津市社会福祉協議会）による支援を必要としていること

※緊急小口資金と総合支援資金は、原則、同月に貸付けることはできません。 

※同一世帯で複数の貸付はできません。 

※新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の離職や収入低下は、特例貸付の対象外になる場合があります。 

申請書類・添付書類 

（１）申請に必要な書類 

以下の①～⑤が申請に必要な書類です。 ※消せるボールペン、鉛筆は使用しないでください。 

①総合支援資金特例貸付借入申込書（PDF）

②総合支援資金特例貸付借用書（PDF）

③総合支援資金特例貸付に関する重要事項説明書（PDF）

④収入の減少状況に関する申立書（PDF）

⑤総合支援資金特例貸付 貸付にかかる申出書（PDF）

（２）申請に必要な添付資料 

以下の①～④をご準備ください。 

項目 説明 

① 本人確認書類 

健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、公的機関が発行したもの 

※運転免許証の住所変更等をした場合は、裏面もコピーが必要です。  

※外国籍の方は、在留カードのコピーも添付してください。 

② 住民票（原本） 世帯全員、本籍、続柄が記載された発行後３か月以内のもの 

③ 通帳またはキャッシュカード 
振込口座の確認のため、口座名義人、口座番号のわかるページの 

コピーが必要です。 

④ 減収確認書類 給与明細書や売上帳簿、収入振込が記載された通帳、離職票等 

https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/07/11-1.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/07/22.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/07/33.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/07/44.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/09/%E3%80%90%E5%88%A5%E6%B7%BB%E3%80%91%E7%8A%B6%E6%B3%81%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88.pdf


総合支援資金（特例貸付）【再貸付】のお申込みをご希望の方へ

総合支援資金（特例貸付）【再貸付】について 

貸付金額 月額上限 １５万円（単身世帯）／２０万円（複数世帯）×最大３ヵ月 

・据置期間  １年以内 

・返済期間  １０年以内 

・連帯保証人 不要 

・利子    無利子 ※返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。 

・受付期間  令和３年２月１９日（金）～令和３年８月３１日（火）

貸付対象 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が 

困難になっている世帯で、次の要件を満たす方が対象です。 

ただし、他区市町村の社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。 

①中津市に住民登録があること

②現在、生活保護を受給（申請）していないこと

③自己破産の手続きを行っていないこと

④２０歳以上であること（未成年の場合、婚姻または親権同意があれば貸付対象となります）

⑤自立相談支援機関（中津市社会福祉協議会）による支援を必要としていること

※緊急小口資金と総合支援資金は、原則、同月に貸付けることはできません。 

※同一世帯で複数の貸付はできません。 

※新型コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の離職や収入低下は、特例貸付の対象外になる場合があります。 

申請書類・添付書類 

（１）申請に必要な書類 

以下の①～③が申請に必要な書類です。 ※消せるボールペン、鉛筆は使用しないでください。 

①総合支援資金特例貸付（再貸付）申込書（PDF）

②総合支援資金特例貸付（再貸付）借用書（PDF）

③総合支援資金特例貸付（再貸付）貸付にかかる申出書（PDF）

（２）申請に必要な添付資料 

以下の①～③をご準備ください。 

項目 説明 

① 本人確認書類 

健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、公的機関が発行したもの 

※運転免許証の住所変更等をした場合は、裏面もコピーが必要です。  

※外国籍の方は、在留カードのコピーも添付してください。 

② 住民票（原本） 世帯全員、本籍、続柄が記載された発行後３か月以内のもの 

③ 通帳またはキャッシュカード 
振込口座の確認のため、口座名義人、口座番号のわかるページの 

コピーが必要です。 

④ 減収確認書類 給与明細書や売上帳簿、収入振込が記載された通帳、離職票等 

https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2020/09/%E5%86%8D%E8%B2%B8%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2021/02/%E5%80%9F%E7%94%A8%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%86%8D%E8%B2%B8%E4%BB%98%EF%BC%89-1.pdf
https://www.oitakensyakyo.jp/wp-content/uploads/2021/02/%E5%86%8D%E8%B2%B8%E4%BB%98%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88.pdf


総合支援資金の利用期間ごとの利用対象一覧（早見表） 

※緊急小口資金も利用していることが必須です。 

初回貸付 延長貸付 再貸付受付 再貸付の利用に関する備考 

R2.5～7月 R2.8～10月 〇 

R3.3月末までに初回貸付を申請された方は 

延長貸付の対象となります。 

R2.6～8月 R2.9～11月 〇 

R2.7～9月 R2.10～12月 〇 

R2.8～10月 R2.11～1月 〇 

R2.9～11月 R2.12～2月 〇 

R2.10～12月 R3.1～3月 〇 

R2.11～1月 R3.2～4月 〇 

R2.12～2月 R3.3～5月 〇 

R3.1～3月 R3.4～6月 〇 

R3.2～4月 R3.5～7月 〇 

R3.3～5月 R3.6～8月 〇 

R3.4～6月 × 〇 
延長貸付は利用できません。 

再貸付の対象となります。 

R3.5～7月 × 〇 
延長貸付は利用できません。 

再貸付の対象となります。 

R3.6～8月 × 〇 
延長貸付は利用できません。 

再貸付の対象となります。 

R3.7～9月 × × 延長・再貸付は利用できません。 

R3.8～10月 × × 延長・再貸付は利用できません。 

R3.9～11月 × × 

初回貸付は R3.8 月末まで申込みをした方は延長

貸付の対象です。 

延長・再貸付は利用できません。 



 

 

 

 

収入の減少状況に関する申立書 

 

 

大分県社会福祉協議会 会長 様 

 

 

私が申込みをしました生活福祉資金の貸付金について、貸付の要件である新型コロナウ

イルス感染症の影響による収入の減少状況については、以下のとおりであることを申告い

たします。 

 

勤務先名称または

職業 

 

勤務先所在地 〒  － 

 

TEL  （  ） 

減少前の収入 令和  年  月時の月額所得（手取り）は、約   万円でした。 

減少後の収入 令和  年  月時の月額所得（手取り）は、約   万円でした。 

減少の理由  

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

（借入申込者） 住 所                 

                           

 

氏 名              （印） 

 



 

総合支援資金特例貸付（延長貸付）申込書 

 

フリガナ  

氏名  

フリガナ  

住所 
〒 

電話番号 
固定 

携帯 

自立相談支援機関へ

の相談状況 
 

該当する選択肢を○で 

囲み、日付を記入 

ア 自立相談支援機関の支援決定を受けている。 

   支援決定日：令和  年  月  日 

イ 自立相談支援機関への相談は行っていない。 

 相談（予定・希望）日：令和  年  月  日 

 

 

大分県社会福祉協議会長 殿 

 
○私は、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失業等により生活に

困窮し、日常生活の維持が困難となっており、そのため上記の通り総合支援資金特例貸付を

借り入れたく申し込みます。 

○貸付け後は、早期自立に努めます。 

○私は現在、生活保護を受給していません。 

○私は現在、自己破産の手続きを行っていません。 

○本貸付金を事業の運転資金として使用しません。 

○私以外の世帯の者は、本特例貸付の借入を行っていません。 

○記入した個人情報については、本制度に必要な範囲で、第三者に提供することに同意しま

す。 

○私は、貴社会福祉協議会が、貸付けに必要な範囲で、全国社会福祉協議会、他の都道府県社

会福祉協議会、自治体、公共職業安定所、自立相談支援機関、家計相談支援機関等の関係機

関に照会し、私の個人情報の提供を受けることに同意します。 

○私及び私の世帯の者は、暴力団員ではありません。また、借入期間中においても暴力団員に

はなりません。私は、貴社会福祉協議会が必要に応じ官公署等から私又は私の世帯員に係る

暴力団員該当制情報の提供を求めることに同意します。 

〔暴力団とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第 77号）

第２条第２号にあるとおり、「その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が

集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」を指しま

す。〕 

○貸付審査の結果、貸付不承認となった場合、理由は開示されないことに同意します。 

 

令和   年    月    日  借入申込者        （印）                

                      



初回申請時に記載した期間・方法に変更

がなくてもご記入ください。 

総合支援資金特例貸付 

借 用 書（延長貸付分） 
 

借用金額 万円 借入月額 万円×  か月 

借入期間 
最終貸付月の翌月から   月間（３か月以内） 

※最終送金月が令和３年７月の場合は、延長申請はできません 

 

 総合支援資金特例貸付の貸付金として上記金額を借用いたしました。 

 ついては、本借用書および初回貸付時に署名した重要事項説明書記載の厳守事項を固く守り、

貴会の指示に従って、下記の条件により相違なく償還いたします。 

 

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会会長 殿 
 

（借受人） ※太字欄をご記入ください                         

住  所  

氏  名                       印  

生年月日 

大正 

昭和     年      月     日生 

平成 

 

［借入要項］ ※太字欄をご記入ください 

地 区 年 度 資金 貸付コード 受付番号  

    市区町村社協  

 

貸付金振込先 

金融機関  支店名  

預金種別  口座番号  

口座名義人（カタカナ）  

貸付金の償還 

据置期間            月（最大 12月） 

償還期間            月（最大 120月） 

償還方法 
□ 月賦償還 

□ 一括償還 

延滞利子 
上記償還期間の最終日までに償還金を償還しなかったときは、償還期間経

過後の残元金に対し、年利 3.0%の延滞利子を徴収します。 

【留意事項】 

①据置期間は、送金日が属する月の翌月から開始となります。 

②償還期間は、据置期間終了月の翌月から開始となります。 



□大正 □昭和 □平成

□ 緊急小口資金特例貸付 →申請した機関 □社会福祉協議会（社協名：　　　　　　　　　　　　　　）

入金月 令和　　年　　　　　　月 □労働金庫 □郵便局

借受金額 円

□ 総合支援資金特例貸付 →申請した機関 □社会福祉協議会（社協名：　　　　　　　　　　　　　　）

入金月 令和　　年　　　　　　月　　

借受金額 円

□ 持家 □ 借家 □ 良い

□ 賃貸アパート・マンション □ 良くない/通院している

□ 公営住宅 □ 会社の寮・借り上げ住宅 □ 良くないが通院していない

□ 野宿 □ その他（ ）

□ 無

□ 有（ 人 ）

月額所得　（月額 約 円)

※申請月（　　　　　　　月）の見込 □ 滞納あり □ 滞納なし
月額所得　（月額 約 円) □債務あり

□債務なし

□正規職員 □非正規非常勤職員

□非正規職員 □その他（　　　　　　　　　　　　）

□ 就労している（自営業、個人事業主含む）

□ 就労しているが、休業中

□ 就労しているが、転職先を探したい/探している

□ 今後、就労予定（就労先決定済み）

□ 仕事を探したい/探している（現在無職）

□ 仕事をしていない（仕事は探していない）

□ 病気や健康、障害のこと □ 住まいについて □ 収入・生活費のこと
□ 家賃やローンの支払いのこと□ 税金や公共料金等の支払いについて □ 債務について
□ 仕事探し、就職について □ 仕事上の不安やトラブル □ 地域との関係について
□ 家族との関係について □ 子育てのこと □ 介護のこと
□ ひきこもり・不登校 □ DV・虐待 □ 食べるものがない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和 年 月 日 本人署名

□ 支援決定　⇒　社会福祉協議会への連絡
□ 非決定 □ 福祉事務所への連絡

□ その他
今後の対応方針、モニタリング予定

現在の職
業

雇用形態

貸付終了
後の収入
の見通し

　具体的内容

□ 収入の予定あり

□ 収入の予定なし

※業種、職種をご記入ください（自営業の場合も）

現在の
貸付状況

子ども

携帯

住所

電話 自宅

E-mail

収入減少
前の状況

総合支援資金特例貸付　延長貸付にかかる状況確認シート

同居者

現在の収
入の状況

滞納

住居 健康状態

□ 有（自分を含め 人） □ 無

自立相談支援機関記入欄

自立相談
支援機関
に相談し
たいこと

就労
状況

具体的な
内容

　別紙の「個人情報保護に関する管理・取扱規程」に基づいて、相談支援の検討、実施等にあたり必要となる
関係機関（者）と情報共有することに同意の上、自立相談支援機関の利用を申し込みます。

日月 氏名記入日 令和 年

生活福祉資金の借入
以外の債務

減収
の理
由

生年月日
年 月 日 歳
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